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 全地球 


○国際協力指針


間接変化要因 


■人口要因 
■経済要因（例：グロー
バリゼーション，貿易，


市場，政策枠組） 
■社会政治要因（例：統
治，制度的法的枠組） 


■科学技術要因 
■文化信仰要因（例：信
条，消費選択） 


人類の福利と貧困削減 


■良好な生活のための基礎


的物質 
■健康 
■良好な社会関係 
■安全性 
■選択と行動の自由 


直接変化要因 


■土地利用や被陰の変


化 
■種の移入や除去 
■技術の適用と利用 
■外部からのインプッ


ト（例：肥料，害虫防除，
潅漑） 


■収穫や資源消費 
■気候変動 
■自然の，物理的，生


物学的変化要因（例：
進化，火山活動） 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


地球上の生命－生物多様性 


○国家湿地政策指針 
○法的枠組指針 
○河川流域管理指針 
○水関連枠組 
○統合的沿岸域管理指針生態系の恩恵／サービス


供給 
サービス


(例：食料，


 水，繊維，


 燃料) 


調整 
サービス 
(例：気候 


 調節，水， 


 病気) 


文化的


サービス


(例：精神


 的，美的，


 余暇，教


 育) 


支持サービス 
（例：一次生産，土壌生成） 


○地元参加指針 
○湿地管理指針 
○条約湿地指定指針


○目録・評価・モニ


タリング枠組 
○水関連枠組 


特に


なし


○河川流域管理指


針 
○目録・評価・モニ


タリング枠組 
○水関連枠組 
○統合的沿岸域管


理指針 


○賢明な利用指針 
○ＣＥＰＡ指針 
○国際協力指針 
○泥炭地行動計画 


特になし


特になし


条約地域 


地元 


図１．湿地の賢明な利用のために適用するラムサール条約の手引きの枠組み．ミレニアム生態系
評価の概念的枠組みに基づく湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持の枠組みの基本図において，矢


印で示される影響に対して適用できるラムサール条約の手引きを位置づけた，決議Ⅸ.１付属書Ａの図１
に，第９回締約国会議で採択された手引きを加え，ミレニアム生態系評価の枠組みの生態系の恩恵／サー


ビスの図を組み込んで改変． 
「ラムサール条約の主要な決議と勧告の一覧」琵琶湖ラムサール研究会，2006/08/06，


http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/prdoc3.htm．










